
 

4.3.3 利活用ゾーニング 

堺第 7-3 区の活性化コンセプトである「いのち・環境を大切にする心を育む空間の市民還元」を

実現するため、利活用ゾーニングを以下のとおりとします。 

みなと堺グリーンひろば周辺地区は野球場や芝生広場、風車ひろばなどを有し、今後さらなる有

効活用を推進するために、「スポーツ・コミュニケーションゾーン」と位置づけます。 

先端緑地周辺はパブリックアクセスの向上、生物共生護岸による生物の生息環境の確保するため

に「環境創造・親水ゾーン」と位置づけます。 

共生の森周辺地区は、広域で良好な自然環境を有しており、今後も自然を活かした利活用を推進

するため、また堺太陽光発電所を有し再生可能エネルギーの創造を今後も推進していくために「自

然共生ゾーン」と位置づけます。 

フェニックス堺基地周辺エリアは、未利用地の利活用の検討を推進することから、「資源循環

等・土地活用促進ゾーン」と位置づけ、各施設の拡充用地として活用します。 

 

 

 

 

図 堺第 7-3 区の利活用ゾーニング 

【資源循環等・土地活用促進ゾーン】 
・大阪エコタウン、フェニックス堺基
地の拡充用地など、土地利用の促
進・高度利用の検討を進める 

【自然共生ゾーン】 
・多様性のある自然環境を創出・再生を
図り、自然エネルギーの導入を図る

【環境創造・親水ゾーン】 
・護岸改良により水質環境の改善・親
水性を確保する

【スポーツ・コミュニケーションゾ

ーン】 
・みなと堺グリーンひろば、風車ひ
ろばと連携し市民にスポーツや憩

いの場を提供する 
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4.3.4 コンセプト実現に向けた課題及び活性化方策 

堺第 7-3 区におけるコンセプト実現に向けた課題、活性化方策及び施策メニューは以下のとおり

です。 
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賑わい創出に関する施策 

市民活動の展開に関する施策 

低未利用地の活用に関する施策 

親水性確保に関する施策 

アクセス性確保に関する施策 

対象区域 

施策③複数のアクセス確保 

・自転車や公共交通のアクセス確保 等 

活性化方策①市民活動・環境教育の一層の促進 

・廃棄物処分場の制約に配慮しつつ植栽活動・自然

体験などの市民活動の一層の促進 

・太陽光発電施設を活用したエネルギー・環境学習

などの市民活動の一層の促進 等 

活性化方策②市民への健康・運動、コミュニケーション機会の提供 

・市民の運動・健康エリアの充実 

・「風車」を環境のシンボルとし、ビオトープ、花畑など市民

主体の交流空間の形成 等 

活性化方策⑤新たな事業スキーム検討による

親水・環境配慮護岸への転換 

・大阪湾への眺望確保や護岸の環境配慮に

向け、建設副産物等リサイクル材を活用

した新たな事業スキームの検討 等 
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活性化方策③複数のアクセス確保 

・堺浜との海上アクセスの誘致 等 

活性化方策④土地利用促進に資する新工法の検討 

・廃棄物処分場跡地での土地利用の可能性を広げるた

め、新たな基礎杭工法適用等の検討 等 
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図 活性化方策の配置図（堺第 7-3 区） 
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活性化コンセプト： いのち・環境を大切にする心を育む空間の市民還元 

-
6
3
-


	案件２（臨海ビジョン）02 33.pdf
	案件２（臨海ビジョン）02 34.pdf
	63-65.pdf
	案件２（臨海ビジョン）02 35.pdf




